
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社は、自動車部品の製造、販売を主要な事業として「確かな品質 誇れる技術」、「魅力ある製品を創出し社会に貢献する」を経営理念とし、株
主・取引先・社員・地域社会さらに広く世界に貢献する企業を目指しております。 
 その実現のために、お客様をはじめとして広く社会から安心と信頼を得るために「コンプライアンス経営によるリスク管理」体制を導入し、企業活動
において透明性・公平性を推進しております。 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

SHIROKICORPORATION
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

最終更新日：2010年6月25日

シロキ工業株式会社
取締役社長 伊地知 舜一郎

問合せ先：経理部長 楓力考

証券コード：7243

http://www.shiroki.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）

東京急行電鉄株式会社 25,422,316 28.56

トヨタ自動車株式会社 15,067,851 16.93

三菱UFJ信託銀行株式会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 3,559,000 4.00

シロキ工業持株協力会 2,312,759 2.60

株式会社豊栄商会 2,263,000 2.54

日本生命保険相互会社 1,920,197 2.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,714,000 1.93

日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社〔信託口） 1,538,000 1.73

シロキ工業従業員持株会 1,271,011 1.43

住友生命保険相互会社（常任代理人 日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社） 1,222,000 1.37

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3月

業種 輸送用機器

（連結）従業員数 1000人以上

（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

親会社 なし

連結子会社数 10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

その他社外取締役の主な活動に関する事項 

取締役会に出席し、幅広い視点から、当社の意思決定に関し適宜発言を行っております。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況 

年度初めに、会計監査人と監査役は、相互に監査計画を提示し意見交換を行なっております。第２四半期および第４四半期は、監査報告会を開催
し、会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。また、期中においても会計監査人から監
査指摘事項や当社の課題について報告を受け、意見交換を行なっております。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

監査役は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と定期的な情報交換会を開催するなど、実効
性のある監査を実施するよう努めております。  

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 社長

取締役の人数 14名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
上條 清文 他の会社の出身者  ○ ○ ○      

鈴木 克久 他の会社の出身者  ○ ○ ○      

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b 他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者で
ある

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由

上條 清文 東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長
東京急行電鉄株式会社との資本関係に基づき、これまで
培ってきた経営経験、幅広い見識等を当社の経営に取り
入れるため、当社の社外取締役として選任しております。

鈴木 克久 東京急行電鉄株式会社 代表取締役副社長
東京急行電鉄株式会社との資本関係に基づき、これまで
培ってきた経営経験、幅広い見識等を当社の経営に取り
入れるため、当社の社外取締役として選任しております。

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 4名



会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

その他社外監査役の主な活動に関する事項 

取締役会、監査役会に出席し、幅広い視点から当社の経営や監査方針に関し適宜発言を行っております。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

業績に伴う報酬につきましては、役員賞与にて対応しております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
古川 俊雄 他の会社の出身者         ○

増井 敬二 他の会社の出身者    ○      

岩田 哲夫 他の会社の出身者  ○ ○ ○      

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

古川 俊雄 独立役員に指定しております。

三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であり、同社における
豊富な経験、幅広い見識等を当社の監査業務に反映して
いただくため、当社の社外監査役として選任しておりま
す。同氏は、当社との間に特別な利害関係がないことか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した
立場から監査役の職務を十分に果たすことができるもの
と判断しております。また同氏は、東証証券取引所の「上
場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の基
準を満たしていると判断しております。

増井 敬二 トヨタ自動車株式会社 常務役員
トヨタ自動車株式の常務役員であり、同社における豊富な
経験、幅広い見識等を当社の監査業務に反映していただ
くため、当社の社外監査役として選任しております。

岩田 哲夫 独立役員に指定しております。

東京急行電鉄株式会社の常勤監査役であり、同社におけ
る豊富な経験、幅広い見識等を当社の監査役業務に反映
していただくため、当社の社外監査役として選任しており
ます。同氏は、当社との間に特別な利害関係はないことか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した
立場から監査役の職務十分に果たすことができるものと
判断しております。また、同氏は、東京証券取引所の「上
場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の基
準を満たしていると判断しております。

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

 

取締役の年間報酬総額179百万円（内社外取締役 4百万円） 
監査役の年間報酬総額 37百万円（内社外監査役21百万円）  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

重要な案件については、適宜取締役または常勤監査役から事前に説明を行っております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

 

毎月１回開催される常務会ですべての重要事項が協議され、取締役会に諮る必要のある重要な案件については、取締役会に上程し最終的な意思
決定を行っております。取締役14名（うち社外取締役２名）で構成する当社取締役会は、法令・定款および取締会規定の定めによる会社の経営方針
および業務執行上重要事項を議決するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 
監査役は重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席するなど、取締役の職務執行を監査
できる体制をとっております。 
内部監査につきましては、各業務部門から独立した監査部が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、
勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。なお、監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換をお
こなっており、また監査部が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けておりま
す。 
当社の会計監査人はあずさ監査法人であり、経営情報や会計情報を随時提供し、情報の共有化を図ることで適切かつ公正な監査が行われるよう努
めております。 
当社はあずさ監査法人に平成22年度の監査証明業務に基づく報酬を53百万円支払っております。 
会計監査業務を執行した公認会計士は、安藤泰行、原田一、中村哲也であります。また当社の会計監査に係る補助者は公認会計士６名及びその他
７名であります。  

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 全取締役の総額を開示



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 平成22年６月25日開催

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

個人投資家向けに定期的説明会を
開催

名古屋証券取引所および証券会社主催の各種IRイベントに出展していま
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

決算説明会を定期的（第２四半期決算、第４四半期決算の年２回）決算報
告に加え、経営戦略の説明を行なっています。

あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページにIR専用ページを設け、有価証券報告書、決算短信など、投
資家に有用と思われる情報の掲載を行なっています。

なし

IRに関する部署（担当者）の設置
総務部庶務室をIR窓口の担当部署とし、経理部など関連部署との連携に
よりIR活動を推進しています。  

その他
証券アナリストの取材への対応、投資家との個別面談など随時実施してい
ます。  

 補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
自動車部品メーカーとして、開発から生産活動を通じて、環境方針に基づき、全社で環境保
全活動を実施しております。

ステークホルダーに対する情報提供
に係る方針等の策定

経営の透明性向上をはかるために、株主、お取引先、従業員、地域社会に企業情報を適切
かつタイムリーに開示提供することに努めております。



Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 
 株主総会をはじめ、取締役会、監査役会、会計監査人などの法定機能に加えて、コンプライアンス体制・内部監査の仕組みを整備し、企業活動全
般について法律面や企業倫理面からチェックを行い、透明性、公平性の高い経営の実践に向けて推進しております。 
 法律上の機能である監査役に加えて、当社における経営の諸活動の全般にわたる管理・運営の現状をチェックするための内部監査担当部署を設
置し、基本的な心構え・行動指針を「シロキコンプライアンス・マニュアル」「各部門行動指針」として、制定し、法令等の遵守、財産管理、その他リスク
管理を中心グループを含めた管理を展開いたしております。 
 なお、平成１８年（２００６年）５月１２日の取締役会において、内部統制の整備に関する体制について以下のとおり決議しております。 
 
（１）取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、株式会社の業務の適正を確保するための体制 
 
１ 当社は「コンプライアンス・マニュアル」において次のように定めている。 
「コンプライアンスとは、単なる法令遵守にとどまらず、倫理や環境問題なども含めて、役員・従業員一人一人が意識をもって行動し、企業の社会的責
任を果たしていくもの。」 
当社はこの認識に基づき、法令、倫理、そして社会規範などの遵守により、公正で透明な企業活動の実現と市民社会との調和を図る。 
２ 取締役はコンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、その実践のためにコンプライアンス教育・指導及び監査を実施するとともに、各部門の
諸規定を整備しその遵守を徹底させる。 
３ コンプライアンスの状況については定期的に取締役会に報告する。 
４ 取締役会規則及びその付議基準を整備し、経営上重要な事案が適時、適切に付議されるよう、全取締役・各部門の管理監督者にその厳格な運用
を徹底させる。 
 
（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 
 
１ 取締役は社内文書規定を整備し、経営情報、その他重要事項についての記録を各所管部署において適正に保存・管理させる。 
２ 取締役は経営計画、利益計画を策定させ、関連する社内規定に従って適切に保管する。 
 
（３）損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
 
１ 取締役はコンプライアンス、品質、事故、自然災害、環境等に係るリスクについて、必要な管理規則・ガイドライン等を制定し、それぞれの所管部署
においてマニュアルの作成・配布・研修の実施等によりリスクを極小化させる努力を行なう。 
２ 代表取締役は新たに生じたまたは生じる恐れのあるリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる役員を定める。 
 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 
 
１ 代表取締役は業務分掌規則に基づき各取締役の職務の執行が効率的に行なわれる体制を整備し、必要に応じて業務分掌を見直す。 
２ 取締役は戦略目標を達成するために必要な業務計画を策定し、資本・資金、要員等の経営資源を効率的に配分する。 
 
（５）企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 
１ 代表取締役は子会社が適切な内部統制の整備を行うよう指導する。 
２ 代表取締役は子会社の業務の適正を確保する為に、適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させる等の手段により牽制を図る。ま
た、必要に応じて社長自らが当該子会社の非常勤取締を役兼務する。 
３ 代表取締役は必要に応じて内部統制の状況、業務の効率性に関する状況等を報告させる。 
 
（６）監査役スタッフおよびその独立性に関する事項 
 
１ 代表取締役および取締役は監査役から要求があった場合は、監査役スタッフを置かなければならない。 
２ その場合の監査役スタッフは、業務執行から独立した体制としなければならない。 
 
（７）取締役・従業員の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に対する体制 
 
１ 取締役は当社の目的外の行為、その他の法令もしくは定款に違反する行為、または著しい損害の生じる恐れのある事実を発見したときは、直ちに
監査役に報告しなければならない。 
２ 取締役・従業員の職務の執行状況等について監査役から質問等があった場合は、取締役・従業員は直ちに調査し回答しなければならない。 
 
（８）監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 
 
１ 取締役・従業員は、監査役の監査に関して必要な時間を確保するとともに、必要な資料の提供など協力しなければならない。また、監査役の監査
における指摘事項に関しては、適宜、改善、対応し、できない場合はその理由を説明しなければならない。 
２ 監査役は監査役の監査の状況を取締役会に報告する。 
 
＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況＞ 
当社は、健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、グループ全体で毅然とした態度で対応します。また、反社会的勢力との接
触を回避するとともに、不当な要求に屈することなく、法的手段により解決をはかります。 
当社の反社会的勢力の対応統括部署は総務部とし、社内での啓蒙活動を進める他、警察、弁護士等外部機関との連携を強化し、情報交換、研修へ
の参加など対応を推進しています。 



Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  
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